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趣
味
の
番
組
を
見
て
い
て
、ど
こ
か

不
用
意
に
ク
リ
ッ
ク
し
た
ら
ア
ダ
ル
ト
サ

イ
ト
に
つ
な
が
っ
た
。十
八
歳
以
上
を
ク

リ
ッ
ク
す
る
と「
二
日
以
内
に
現
金
書
留

で
支
払
っ
て
く
だ
さ
い
。支
払
わ
な
い
時

は
自
宅
ま
で
督
促
に
行
き
ま
す
」と
書
か

れ
て
い
る
。後
で
よ
く
見
る
と
、初
め
の
画

面
の
上
の
方
に
小
さ
く『
有
料
ア
ダ
ル
ト

サ
イ
ト
』と
書
か
れ
て
お
り
、十
八
歳
以
上

か
を
問
う
画
面
の
次
に『
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド

ペ
ー
ジ
に
進
み
ま
す
』と
言
う
画
面
が
出

て
ボ
タ
ン
を
ク
リ
ッ
ク
し
て
し
ま
っ
た
。

　

登
録
完
了
と
な
り
、十
二
万
円
払
っ
て

く
だ
さ
い
と
言
う
画
面
が
出
た
。サ
イ
ト

は
見
て
い
な
い
が
、サ
イ
ト
を
有
料
で
利

用
す
る
意
思
確
認
の
画
面
は
な
か
っ
た
。 

　

個
人
情
報
は
一
切
入
力
し
て
い
な
い
が
、

支
払
う
必
要
が
あ
る
の
か
知
り
た
い
。

�
　
 
電
子
消
費
者
契
約
法
に
照
ら
し
、サ

イ
ト
利
用
が
有
料
で
あ
る
と
い
う
表
示
が

わ
か
り
に
く
く
、『
有
料
』の
確
認
画
面
が

な
か
っ
た
の
で
あ
れ
ば
、契
約
は
成
立
し

て
い
な
い
と
考
え
ら
れ
ま
す
。今
後
、業
者

に
連
絡
や
支
払
い
を
せ
ず
、不
審
な
メ
ー

ル
は
無
視
す
る
よ
う
助
言
し
ま
し
た
。
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未
公
開
株
の
Ｄ
Ｍ
広
告
が
届
き
、

「
上
場
間
違
い
な
し
」と
言
わ
れ
、数
百
万

円
支
払
っ
た
が
、上
場
せ
ず
、問
い
合
わ
せ

を
し
て
も
曖
昧
な
返
事
を
さ
れ
続
け
、そ

の
後
一
切
連
絡
が
取
れ
な
く
な
っ
た
。

�
　
 
兵
庫
県
弁
護
士
会
の
無
料
法
律
相

談
の
窓
口
を
紹
介
し
ま
し
た
。

�
　
 
「
高
利
率
の
社
債
を
販
売
し
て
い
る
」、

ま
た「
そ
の
社
債
を
一
・
五
倍
で
買
い
取
る
」と

言
う
電
話
が
頻
繁
に
か
か
っ
て
く
る
。そ
し
て
、

パ
ン
フ
レ
ッ
ト
と
申
込
書
が
送
ら
れ
て
き
た
。 �
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検
討
中
の
新
築
分
譲
マ
ン
シ
ョ
ン
が

あ
る
。手
付
金
と
し
て
販
売
価
格
の
二
割

が
必
要
と
言
わ
れ
た
。二
割
と
い
う
の
は

取
り
す
ぎ
で
は
な
い
の
か
。一
割
ぐ
ら
い

に
し
て
も
ら
え
な
い
の
か
。

�
　

宅
建
業
法
で
は
、業
者
が
売
主
で
あ

る
場
合
、手
付
金
は
二
割
ま
で
よ
い
と
規

定
さ
れ
て
い
ま
す
。業
者
に
よ
っ
て
は
、一

割
や
五
分
な
ど
さ
ま
ざ
ま
で
す
の
で
、書

面
を
確
認
す
る
よ
う
説
明
し
ま
し
た
。

　

ま
た
、手
付
金
は
申
込
金
と
違
い
、契
約

の
証
拠
と
し
て
支
払
う
も
の
で
す
。

　

買
い
主
の
都
合
で
解
約
す
る
場
合
は
、

手
付
放
棄
と
み
な
さ
れ
、手
付
金
は
戻
っ

て
き
ま
せ
ん

の
で
、不
動

産
を
購
入
す

る
際
は
、く

れ
ぐ
れ
も
慎

重
に
検
討
す

る
よ
う
に
伝

え
ま
し
た
。
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管
理
組
合
理
事
で
す
。マ
ン
シ
ョ
ン

の
ポ
ス
ト
に
、分
譲
マ
ン
シ
ョ
ン
売
却
物

件
募
集
の
チ
ラ
シ
が
頻
繁
に
入
る
。

　

一
週
間
に
数
回
投
函
さ
れ
る
こ
と
も
あ

り
、管
理
組
合
で
も
、入
居
者
か
ら
の
苦
情

が
多
く
て
困
っ
て

い
る
。

　

当
セ
ン
タ
ー
か

ら
、某
業
者
に
投

函
自
粛
を
申
し
入

れ
て
も
ら
う
こ
と

は
で
き
な
い
の
か
。

�
　

当
セ
ン
タ
ー
か
ら
、当
該
不
動
産
仲

介
業
者
店
長
へ「
今
後
投
函
し
な
い
よ
う

に
」と
連
絡
し
ま
し
た
。

　

当
該
店
長
か
ら
は
、「
そ
の
よ
う
に
手
配

す
る
」と
回
答
を
得
ま
し
た
の
で
、そ
の
旨

相
談
者
に
報
告
し
ま
し
た
。

　

こ
こ
数
年
、
借
金
を
重
ね
返
せ
な
く
な

③
友
人
・
知
人
に
頼
ま
れ
、
安
易
に
連
帯
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ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
四
社
か
ら
、総

額
四
百
万
円
の
借
り
入
れ
金
が
あ
る
。

　

十
年
前
か
ら
借
り
て
い
る
が
、自
分
の

金
利
等
が
ま
っ
た
く
分
か
ら
な
い
。返
済

が
苦
し
い
。法
律
が
改
正
さ
れ
た
ら
し
い

が
、楽
に
返
済
が
で
き
る
方
法
は
な
い
か
。

�
　
「
多
重
債
務
の
四
つ
の
整
理
方
法
」お

よ
び「
改
正
貸
金
業
法
」に
つ
い
て
、情
報

提
供
を
し
ま
し
た
。

　

ま
ず
、自
分
で
取
り
引
き
履
歴
を
各
社

か
ら
取
り
寄
せ
、ど
の
整
理
方
法
が
適
切

か
を
弁
護
士
に
相
談
し
た
方
が
い
い
と
助

言
し
ま
し
た
。

　

改
正
貸
金
業
法
施
行
に
伴
っ
て
、県
の

弁
護
士
会
多
重
債
務
救
済
対
策
本
部
が

「
無
料
相
談
会
」を
実
施
予
定
で
あ
っ
た
た

め
、予
約
が
と
れ
た
ら
受
け
る
よ
う
に
と

連
絡
先
等
を
紹
介
し
ま
し
た
。
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な
い
。
借
入
金
は
返
済
能
力
を
考
え
て

�����
　証券取引所に上場している企業の株
式は、基本的には株式公開しています
ので、証券取引所で売買することがで
きます。これに対し、上場していない
企業の株は、株式公開していません。
この株式公開していない株式を、未公
開株と呼びます。
　金融商品取引法上、未公開株の購入
は当事者間の売買を除くと、販売には
証券業の登録が義務付けられています。
登録しないで販売すると、無登録での
販売になります。（ヤミ金融と同じ）
　普通、「登録・無登録」業者の別を調べ
るという意識はありません。それが、
だまされてしまうという理由でしょう。
�������
　「有望な会社の株があります。将来
的に必ず上場しますので買いません
か？」、「すでに上場が決まっている会
社の株があります。必ず儲かります」、
「ロンドン市場で上場することが決ま
りました。今のうちに買いませんか？」
または「○○株をお持ちではないです
か？ぜひとも買い取らせてほしい」等
という電話が入る前、もしくは翌日に
「未公開株の○○を買いませんか」と別
の勧誘があったら、これは何人かのグ
ループで未公開株の販売をしている
「劇場型販売」と呼ばれるやり方で、振
り込み詐欺でもよく使われる手口です。
　少しでも「おかしい」「怪しい」と思わ
れるかたは、被害が拡大する前に、すぐ
に消費生活センターへご相談ください。

����

　市では、市民の皆さんの写真でつづった市制施行70周年記
念写真集「芦屋の四季・70選」を発行・発売しています。
　市制施行70周年の記念として、市民の皆さんがつづった現
在の芦屋風景を、お手元に１冊残しておかれませんか。
　記念写真集「芦屋の四季・70選」は、下記で購入していただけ
ます。
����　市役所北館１階行政情報コーナー・
　　　　　ラポルテ市民サービスコーナー
����　1,000円
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 ������　朝日ケ丘縄文遺跡から

 � � � � �　市民と市長の「集会所トーク」

�������　ASHIYA CUP ドラゴンボートレース

��������　芦屋っ子コンサート

�� � � ��スタジオＫ・チャリティーコンサート

�������　初心者のためのマラソンクリニック

�������　市制施行70周年記念写真集「芦屋の四季」

����
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�������	
���������������������������	
���
�������	
��������������������������������

① 8 :30

②12:00

③16:00

④18:15

⑤22:45
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社
債
は
年
６
％
か
ら　

％
の
利
率
で
、芦
屋
市

18

民
限
定
で
購
入
者
を

募
っ
て
い
る
と
言
う
。

大
手
証
券
業
者
に
よ

く
似
た
業
者
名
を
名

乗
り
、複
数
の
業
者
が

社
債
を
買
い
取
る
と

の
電
話
も
あ
る
。

�
　
 
劇
場
型
の
投

資
被
害
に
つ
い
て
情

報
提
供
し
、不
審
な
電
話
勧
誘
は 
毅 き 
然 
と

ぜ
ん

断
る
よ
う
に
伝
え
ま
し
た
。

　

こ
こ
数
年
、
借
金
を
重
ね
返
せ
な
く
な

る
多
重
債
務
者
が
増
加
し
て
い
ま
す
。

　

リ
ス
ト
ラ
な
ど
に
よ
る
生
活
の
た
め
の

借
金
、
計
画
性
の
な
い
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー

ド
の
利
用
な
ど
、
誰
に
で
も
多
重
債
務
に

陥
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
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①
ク
レ
ジ
ッ
ト
で
無
計
画
に
買
物
を
す
る
。

②
失
業
等
に
よ
る
生
活
苦
・
病
気
・
事
故
等

　

の
予
期
せ
ぬ
出
来
事
、あ
る
い
は
事
業

　

の
資
金
繰
り
の
た
め
に
借
金
を
す
る
。

③
友
人
・
知
人
に
頼
ま
れ
、
安
易
に
連
帯

　

保
証
人
に
な
り
、
債
務
を
負
う
。

④
厳
し
い
取
り
立
て
に
追
わ
れ
、返
済
の

　

た
め
に
新
た
な
借
金
を
重
ね
る
。

⑤
悪
質
な「
紹
介
屋
」・「
整
理
屋
」・「
買
い

　

取
り
屋
」等
の
被
害
に
あ
う
。
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①
お
金
を
借
り
る
前
に
、
も
う
一
度
し
っ

　

か
り
と
考
え
ま
し
ょ
う
。

②
必
要
以
上
に
カ
ー
ド
は
持
た
な
い
。
安

　

易
に
ク
レ
ジ
ッ
ト
や
ロ
ー
ン
を
利
用
し

　

高
齢
者
に
係
る
苦
情
相
談
は
、「
次
々

販
売
」
や
「
点
検
商
法
」、「
催
眠
商
法
」
に

関
す
る
相
談
が
多
く
、
特
に
、
判
断
力
が

低
下
し
て
い
る
高
齢
者
を
狙
っ
て
、
繰
り

返
し
契
約
さ
せ
る
悪
質
業
者
も
多
い
の
で
、

注
意
が
必
要
で
す
。

　

本
人
に
被
害
者
意
識
が
な
い
場
合
、
周

囲
の
人
の
声
か
け
で
被
害
が
発
見
で
き
る

場
合
も
あ
り
ま
す
。

　

高
齢
者
の
消
費
者
ト
ラ
ブ
ル
を
防
ぐ
に

は
、
家
族
や
地
域
の
人
た
ち
の
協
力
が
必

要
で
す
。

　

ま
た
、
い
ら
な
い
と
き
は
、
き
っ
ぱ
り

断
る
こ
と
が
大
事
で
す
の
で
、
日
ご
ろ
か

ら
高
齢
者
に
は
伝
え
、
細
や
か
な
見
守
り

が
必
要
で
す
。
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　「自分の情報は自分で守る」という意識を持つことが大切です。　
気軽にアンケートに答えたり、利用目的も確かめないで個人情報を

提供するのはやめましょう。
��������

����������������	��

��� � � � � ��������	�

��� � � � ��������	�

　週末に、緊急のアドバイスが必要なかたは、ご利用ください。
���������������������〈土・日曜日　午前10時～午後４時〉
■�������	�����������	�
��（PHS・IP・ひかり電話の一部不可）

　消費生活センターでは、悪質商法、食品・商品情報、省エネ、金
融知識、相談先情報など消費生活に関するトラブルの相談や、図書・
ビデオの貸し出しなど、情報提供を行っています。
　くらしのセミナーやリサイクル手芸・料理教室等、さまざまな講
座・教室を開催しています。お気軽に、お立ち寄りください。

　消費生活センターでは、10人以上のグループからの依頼があれば、
消費生活相談の事例をもとに、その時々に多発している悪質商法や
商品情報等について、ご希望の場所へ出向き、講座を行っています。
日時・テーマについて、ご希望をお知らせください。
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　悪質業者の甘い言葉や強引さに惑わされず、いらないもの
ははっきり断ることが肝心です。
　どんな場合でも、その場で契約せずに、家族や周りの人に
相談しましょう。
　困ったときは、早めに消費生活センターへご相談ください。

�������	
����������

　訪問販売などの特定の取り引きで商品やサービスの契約を
したとき、「契約をやめたい」と思ったら、契約書面を受け取っ
てから一定の期間内であれば、無条件で解約できる制度です。
　はがきに解約通知を書き、郵便局から『特定記録郵便』で
出しましょう。期間については、取り引き内容によって異な
りますので、ご相談ください。
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な
い
。
借
入
金
は
返
済
能
力
を
考
え
て

　

必
要
最
小
限
に
し
、
借
金
が
ど
れ
ぐ
ら

　

い
あ
る
の
か
把
握
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

③
返
済
の
た
め
の
借
り
入
れ
は
し
な
い
。

　
「
紹
介
屋
」・「
整
理
屋
」・「
買
取
屋
」な
ど

　

の
甘
い
宣
伝
文
句
や
お
と
り
広
告
は
、

　

う
の
み
に
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。

④
返
済
困
難
に
な
っ
た
ら
、
一
人
で
悩
ま

　

ず
、
早
め
に
専
門
の
相
談
窓
口
に
相
談

　

し
ま
し
ょ
う
。
解
決
方
法
は
、
き
っ
と

　

見
つ
か
り
ま
す
。
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー

　

等
へ
、
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。
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　最近、「クレジットカードのショッピング枠を現金化します」
などという広告が掲載されていることがあります。これらは、
一部の業者が、当面の資金に困ったカード利用者にショッピン
グ枠を現金化するように勧誘するものです。換金目的でカード
を利用することは、「クレジットカード会員規約」に違反する行
為で、カードの利用ができなくなったり、自分の債務を増やすこ
とになります。また、犯罪や思わぬトラブルに巻き込まれるケー
スもありますので、くれぐれもご注意ください。
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　市では、「芦屋シティグラフ」（Ａ４判・52ページ／
全カラー刷り）を発行・発売しています。
　芦屋の自然や歴史、ゆかりの芸術・文学・文化―。
それらに触れつつ散歩を楽しめるコースの紹介、行
政の動きや統計、また市内の医療機関一覧（地図）な
ど盛りだくさんの情報を、写真170点のほかイラスト
や地図とともにわかりやすく掲載しています。ご活
用ください。
������　市役所北館１階行政情報コーナー・
　ラポルテ市民サービスコーナー　���　300円


